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令和６年度降雪時巡回・除雪補助作業（その１
０）

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　鳥取河川国道事務所長
貴田　勝太郎
鳥取県鳥取市田園町４－４００

令和7年3月24日
ＹＡＨＡＴＡ（株）
鳥取県鳥取市南隈８３５番地

5270001000793

会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号
令和７年２月５日からの降雪に
より、巡回・除雪作業を緊急的
に行う必要が生じたため。

2,128,481 2,128,481 100.00%

頓原維持管内災害応急対策作業（２月４日～９
日）

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　松江国道事務所長　三浦
倫秀
島根県松江市西津田２－６－２８

令和7年3月17日
株式会社都間土建
島根県雲南市三刀屋町大字給下６２２－１

1280001005614

会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号
緊急の災害対応の必要が生
じ、事前に「災害応急対策活動
等（土木工事等）に関する基本
協定を締結した者と契約し、災
害対応を実施したため。

1,110,340 1,110,340 100.00%

松江維持管内災害応急対策作業（２月２４日）そ
の３

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　松江国道事務所長　三浦
倫秀
島根県松江市西津田２－６－２８

令和7年3月17日
松江土建株式会社
島根県松江市学園南二丁目３番５号

1280001000697

会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号
緊急の災害対応の必要が生
じ、事前に「災害応急対策活動
等（土木工事等）に関する基本
協定を締結した者と契約し、災
害対応を実施したため。

2,530,000 2,530,000 100.00%

倉安川排水機場点検操作委託金

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　岡山河川事務所長　垣原
清次
岡山県岡山市北区鹿田町２－４－３６

令和6年4月1日
岡山市長
岡山県岡山市北区大供一丁目１番１号

5000020331007
河川法第９９条に基づく地方公
共団体との委託契約のため － 1,228,790 －

単価契約
契約金額は4～３月分
今回契約金額が公表基準を上
回ったため記載する。

軽部排水機場点検操作委託金

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　岡山河川事務所長　垣原
清次
岡山県岡山市北区鹿田町２－４－３６

令和6年4月1日
総社市長
岡山県総社市中央一丁目１番１号 3000020332089

河川法第９９条に基づく地方公
共団体との委託契約のため － 1,071,348 －

単価契約
契約金額は4～３月分
今回契約金額が公表基準を上
回ったため記載する。

二万谷川排水機場点検操作委託金

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　岡山河川事務所長　垣原
清次
岡山県岡山市北区鹿田町２－４－３６

令和6年4月1日
倉敷市長
岡山県倉敷市西中新田６４０番地

6000020332020
河川法第９９条に基づく地方公
共団体との委託契約のため － 1,123,058 －

単価契約
契約金額は4～３月分
今回契約金額が公表基準を上
回ったため追加する。

樋門操作手当広島市下水道局（奥迫川）

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　太田川河川事務所長　髙
畑　栄治
広島県広島市中区八丁堀３―２０

令和6年4月1日
広島市長
広島県広島市中区国泰寺町１丁目６－３４

9000020341002
河川法第９９条に基づく地方公
共団体との委託契約のため － 1,568,951 －

単価契約
下半期（１０－３月分）の実績によ
り公表対象となったため。

樋門操作手当広島市下水道局（矢口川）

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局　太田川河川事務所長　髙
畑　栄治
広島県広島市中区八丁堀３―２０

令和6年6月3日
広島市長
広島県広島市中区国泰寺町１丁目６－３４

9000020341002
河川法第９９条に基づく地方公
共団体との委託契約のため － 1,114,110 －

単価契約
下半期（１０－３月分）の実績によ
り公表対象となったため。

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２−４


